
亀山市石水渓キャンプ場施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市条例第８号 

 

亀山市石水渓キャンプ場施設条例の一部を改正する条例 

 

亀山市石水渓キャンプ場施設条例（平成１７年亀山市条例第１２０号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（休場） 

第５条 指定管理者は、特に必要がある

と認めたときは、市長の承認を得て、

臨時にキャンプ場施設を休場すること

ができる。 

（利用期間） 

第５条 キャンプ場施設の利用期間は、 

４月１日から１０月３１日までとする。

２ 指定管理者は、特に必要があると認 

めたときは、前項の規定にかかわらず、

市長の承認を得て、同項に規定する利

用期間を変更することができる。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


